
対象範囲
株式会社ミツウロコグループホールディングス、および主要な事業会社の他、子会社および関連会社を含めた
計48社※を対象としています。記載内容の報告対象が異なる事項については、報告対象範囲を明記しています。
※連結子会社41社+持分法適用会社7社（2024年12月末時点）

報告対象期間 2023年度（2023年4月から2024年3月まで）を対象期間としています。ただし、一部については2024年4月
以降の情報も含んでいます。

参考にした 
ガイドライン

・GRIサステナビリティ・レポーティング・スタンダード
・GRIスタンダード対照表
https://www.mitsuuroko.com/sustainability/gri/

・環境省「環境報告ガイドライン（2018年版）」
・気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）提言

レポートの信頼性 記載内容のうち、一部の環境情報は、客観的な信頼性を確保するため、第三者機関による保証を受けています。

お問い合わせ先
〒104-0031 東京都中央区京橋三丁目1番1号 
株式会社ミツウロコグループホールディングス
webサイト（お問い合わせ） https://www.mitsuuroko.com/contact/

情報開示メディアの 
体系

ミツウロコグループ理念体系 編集方針
　ミツウロコグループの「環境・社会・ガバナンス（ESG）」における課題、考え方、取り組み等を具体的にお伝えすることを重視
して作成しました。編集にあたっては、国際的なレポーティングガイドラインである「GRI（Global Reporting Initiative）スタン
ダード」、環境省「環境報告ガイドライン（2018年版）」のほか、主要なESG評価機関の評価項目を参照しています。加えて、
当社が重要と判断したESG関連情報を毎年継続的に拡充しています。

ステークホルダー
（株主・投資家・機関投資家）

財務情報

非財務情報

わたしたちは
豊かなくらしのにないてとして

常に正道に立ち お客さま起点で社業を運営します

1  法令その他の社会的規範を遵守し、公正で健全な企業活動を行う
2  安全で高品質の商品・サービスを提供する
3  社員の人格・個性を尊重し、ゆとりのある豊かな職場環境を実現する
4  利害関係者の立場を尊重する
5  地球環境の保全と豊かで住みやすい社会づくりに貢献する

忍而和斉家上策
勤与倹創業良図
忍ンデ和スレバ家ヲ斉ヘルノ上策ナリ

勤ト倹与ニ創業ノ良図ナリ

ミツウロコと縁がある者はみな家族であ
り、その家族が繁栄するために為さねば
ならぬことは、たとえ厳しく険しい道でも、
その道を選ばなければならない

企業倫理憲章
私たちが日々意識している行動規範

経営理念
私たちのミッション

コーポレートメッセージ

挑戦し続ける創業の精神
私たちの起点

ホールディングスIR情報サイト
財務・業績情報や決定・発生事実の

適時適切な情報の開示

サステナビリティレポート
網羅的なESG情報の開示

ビジネスレポート 
（統合報告書）
ミツウロコレポート 
（株主通信）

価値創造ストーリーや 
事業概況を簡潔に説明

感動を、次々と。Every Day, Special!
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https://www.mitsuuroko.com/sustainability/gri/
https://www.mitsuuroko.com/contact/



